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証券コード　7740

平成26年３月７日

株 主 各 位
埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1 3 8 5番地

取締役社長 小 野 守 男

第67期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第67期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの

で、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権

行使書用紙に各議案に対する賛否をご表示いただき、平成26年３月27日（木曜日）

午後５時30分までに到着するように、ご返送くださいますようお願い申し上げま

す。

敬　具

記

１．日 時 平成26年３月28日（金曜日）午前10時（開場：午前９時）

２．場 所 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1385番地

株式会社タムロン本社　新館５階

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第67期（平成25年１月１日から平成25年12月31日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会

の連結計算書類監査結果報告の件

２．第67期（平成25年１月１日から平成25年12月31日まで）

計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

－ 1 －

表紙
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第２号議案 取締役14名選任の件

以　上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出

くださいますようお願い申し上げます。

なお、本株主総会招集ご通知に掲載しております事業報告、連結計算書類及び

計算書類並びに株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当

社ウェブサイト（http://www.tamron.co.jp）において周知させていただきます。

－ 2 －

表紙
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

(平成25年１月１日から
平成25年12月31日まで)

１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

当連結会計年度における世界経済を概観しますと、米国経済は財政リス

クが懸念された年度後半も、概ね堅調な指標の発表が続く等、総じて堅調

さを維持しましたが、欧州経済は失業率が依然高止まっており、景気回復

の足取りの鈍さが続きました。中国経済は数年前までの成長率に比べて鈍

化傾向が続き、ロシア経済も景気低迷が続きました。

　一方わが国経済は、経済政策への期待や株高を背景に、個人消費の持ち

直しが続く等、緩やかな回復基調で推移しました。

　当社グループ関連市場であるデジタルカメラ市場は、レンズ一体型タイ

プの出荷台数は、スマートフォンに需要を奪われる形で前期に比べ約４割

減となり、レンズ交換式タイプも前期に比べ約２割減、交換レンズ市場で

も前期に比べ約１割減と厳しい状況となりました。

　このような状況の下、当社グループの当連結会計年度における経営成績

は、円安の追い風もあり、主力の写真関連事業の売上高が過去最高となっ

たことや、特機関連事業の売上が好調に推移したこと等により、売上高は

684億52百万円（前期比6.4％増）と過去最高を記録いたしました。

　一方、利益面につきましては、グループ全社をあげて経費削減に努めた

ことにより外貨建ての販管費は前期比減少しましたが、円安影響により、

円換算後の販管費では前期比６億66百万円の増加(前期比4.4％増)となっ

たことや、ベトナム工場新設に伴う初期費用負担の増加等もあり、営業利

益52億33百万円（前期比4.9％減）、経常利益51億96百万円（前期比3.4％

減）、当期純利益は特別損失として特許に関する和解金が発生したこと等

により31億97百万円（前期比17.9％減）となりました。

－ 3 －

当事業年度の事業の状況
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セグメントの業績は次のとおりであります。

 

（写真関連事業)

　写真関連事業は、12月に35ｍｍ判フルサイズ対応、150mmから600mmまでを

カバーする、超望遠ズームレンズＳＰ150-600mm ＶＣ ＵＳＤ (Ａ011)を発売

いたしました。Ａ011はコストパフォーマンスも良好と、発売と同時に高い評

価をいただいております。上記製品の他、主力機種である18-270ｍｍ ＶＣＰ

ＺＤ (Ｂ008)に代表される高倍率ズームを中心に販売に注力いたしましたが、

欧州や中国市場での需要低迷の影響で売上高が伸び悩み、一部製品の値下げ

を余儀なくされたことから減益となりました。

　このような結果、写真関連事業の売上高は484億92百万円（前期比3.4％増）

となりましたが、営業利益は42億80百万円（前期比28.2％減）となりました。

（レンズ関連事業）

　レンズ関連事業は、コンパクトデジタルカメラや、デジタルビデオカメラ

市場は、スマートフォンの普及拡大などにより大幅な縮小が続いている状況

下、売上高は減少となりましたが、開発費の回収などもあり増益となりまし

た。

　このような結果、レンズ関連事業の売上高は76億29百万円（前期比7.8％

減）、営業利益は9億38百万円（前期比107.4％増）となりました。

（特機関連事業)

　特機関連事業は監視カメラの高画質化ニーズが高まるなか、一体型監視カ

メラ市場の拡大により、当社得意分野である高画質のビルトインレンズ（一

体型カメラ用レンズ）の販売が引き続き好調に推移し、業績は順調に拡大し

ました。

　このような結果、特機関連事業の売上高は123億30百万円（前期比34.6％

増）、営業利益は24億29百万円（前期比52.2％増）となりました。

－ 4 －

当事業年度の事業の状況
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　事業別売上高

事 業 区 分

第66期
（平成24年12月期）

第67期
（平成25年12月期） 前期比

売 上 高 構成比 売 上 高 構成比

写 真 関 連 事 業 46,920百万円 72.9% 48,492百万円 70.8% 103.4%

レ ン ズ 関 連 事 業 8,275 12.9 7,629 11.2 92.2

特 機 関 連 事 業 9,157 14.2 12,330 18.0 134.6

合 計 64,353 100.0 68,452 100.0 106.4

②　設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました企業集団の設備投資の総額

は61億30百万円（前期比67.6％増）であり、その主なものは、TAMRON 

OPTICAL (VIETNAM) CO.,LTD.建屋及び機械装置に係るもの17億73百万円、

本社北棟増築18億50百万円等であります。

③　資金調達の状況

当連結会計年度におきまして、特記すべき事項はありません。

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分
第　64　期

(平成22年12月期)
第　65　期

(平成23年12月期)
第　66　期

(平成24年12月期)

第　67　期
(当連結会計年度)
(平成25年12月期)

売 上 高(百万円) 56,650 58,507 64,353 68,452

当 期 純 利 益(百万円) 3,689 3,804 3,894 3,197

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 134円40銭 138円61銭 141円86銭 116円48銭

総 資 産(百万円) 50,120 51,898 58,058 64,704

純 資 産(百万円) 33,996 36,134 40,805 47,087

１ 株 当 た り 純 資 産 額 1,238円45銭 1,316円33銭 1,486円52銭 1,715円37銭

－ 5 －

当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況
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(3) 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主な事業内容

ＴＡＭＲＯＮ　ＵＳＡ，ＩＮＣ． (アメリカ)
3,389
千ＵＳ＄

100％
光学及び精密機械器
具等の販売

ＴＡＭＲＯＮ　Ｅｕｒｏｐｅ　ＧｍｂＨ． (ドイツ)
3,045
千ＥＵＲ

100％
光学及び精密機械器
具等の販売

ＴＡＭＲＯＮ　Ｆｒａｎｃｅ　ＥＵＲＬ． (フランス)
1,139
千ＥＵＲ

100％
（100％）

光学及び精密機械器
具等の販売

Ｔ ａ ｍ ｒ ｏ ｎ（Ｒ ｕ ｓ ｓ ｉ ａ）Ｌ Ｌ Ｃ. (ロシア)
34,000
千ＲＵＢ

100％
光学及び精密機械器
具等の販売

ＴＡＭＲＯＮ ＯＰＴＩＣＡＬ              
(ＶＩＥＴＮＡＭ）ＣＯ．，ＬＴＤ．

(ベトナム)
14,000
千ＵＳ＄

100％
光学及び精密機械器
具等の製造及び販売

ＴＡＭＲＯＮ ＩＮＤＩＡ ＰＲＩＶＡＴＥ    
ＬＩＭＩＴＥＤ.

(インド)
28,000
千ルピー

100％
（0.4％)

光学及び精密機械器
具等のマーケティン
グ及びアフターサー
ビス

タ ム ロ ン 工 業 香 港 有 限 公 司 (中国)
3,365
千ＨＫ＄

100％
光学及び精密機械器
具等の販売及び仲介

タ ム ロ ン 光 学 仏 山 有 限 公 司 (中国)
25,000
千ＵＳ＄

100％
光学及び精密機械器
具等の製造及び販売

タ ム ロ ン 光 学 上 海 有 限 公 司 (中国)
1,050
千ＵＳ＄

100％
光学及び精密機械器
具等の販売

（注）１．議決権比率の（　）内の数字は間接所有比率（内数）であります。

　　　２．平成25年３月15日付で、TAMRON INDIA PRIVATE LIMITED.を設立いたしました。

－ 6 －

重要な子会社の状況
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(4) 対処すべき課題

当社グループを取り巻く経営環境の急激な変化及び不透明な経済状況を考

慮し、期待できる分野への投資を優先させるとともに、将来の柱となり得る

「産業の眼」の育成を重点的に推進してまいります。そのため、以下の課題

に対処してまいります。

①　ＣＳＲ経営を強化するとともに、内部統制及びリスクマネジメントを推

進してまいります。

②　開発から量産までのリードタイムの短縮を図ってまいります。

③　自社ブランド交換レンズ売上拡大の為、画期的な新製品の開発強化、

　　ブランド力の向上を図ってまいります。

④　各生産拠点の役割を明確にし、更なる原価低減と、需要拡大への対応を

図ってまいります。

⑤　共創による新事業を推進し、新たな「産業の眼」を開拓してまいります。

⑥　光学技術を中心とした要素技術開発と知的財産戦略を強化してまいりま

す。

(5) 主要な事業内容（平成25年12月31日現在）

事 業 区 分 主 要 製 品

写 真 関 連 事 業
一眼レフカメラ用交換レンズ
ミラーレスカメラ用交換レンズ等

レ ン ズ 関 連 事 業
ビデオカメラ用レンズ
デジタルカメラ用レンズ
各種光学用デバイス部品等

特 機 関 連 事 業
監視カメラ用レンズユニット
車載用レンズ等

－ 7 －

対処すべき課題、主要な事業内容
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(6) 主要な営業所及び工場（平成25年12月31日現在）

①　当社（本社事務所、工場、営業所）

本社事務所、工場

名 称 所 在 地

本 社 事 務 所 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1385番地

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

弘 前 工 場 青 森 県 弘 前 市 大 鰐 工 場 青 森 県 南 津 軽 郡

浪 岡 工 場 青 森 県 青 森 市

営業所

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

東 京 営 業 所 埼玉県さいたま市 新 潟 出 張 所 新 潟 県 蒲 原 郡

大 阪 営 業 所 大 阪 府 大 阪 市 中 部 出 張 所 岐 阜 県 羽 島 郡

札 幌 出 張 所 北 海 道 札 幌 市 福 岡 出 張 所 福 岡 県 福 岡 市

東 北 出 張 所 青 森 県 弘 前 市

②　子会社

名 称 所 在 地

Ｔ Ａ Ｍ Ｒ Ｏ Ｎ 　 Ｕ Ｓ Ａ ， Ｉ Ｎ Ｃ ． アメリカ ニューヨーク州

ＴＡＭＲＯＮ　Ｅｕｒｏｐｅ　ＧｍｂＨ． ドイツ ケルン市

ＴＡＭＲＯＮ　Ｆｒａｎｃｅ　ＥＵＲＬ． フランス ル・プレシベルヴィル市

Ｔ ａ ｍ ｒ ｏ ｎ （ Ｒ ｕ ｓ ｓ ｉ ａ ） Ｌ Ｌ Ｃ ． ロシア モスクワ市

ＴＡＭＲＯＮ　ＯＰＴＩＣＡＬ（ＶＩＥＴＮＡＭ）ＣＯ．，ＬＴＤ． ベトナム ハノイ市

ＴＡＭＲＯＮ　ＩＮＤＩＡ　ＰＲＩＶＡＴＥ　ＬＩＭＩＴＥＤ. インド ハリヤーナー州 グルガオン市

タ ム ロ ン 工 業 香 港 有 限 公 司 中国 香港

タ ム ロ ン 光 学 仏 山 有 限 公 司 中国 広東省仏山市

タ ム ロ ン 光 学 上 海 有 限 公 司 中国 上海市

－ 8 －

主要な営業所及び工場
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(7) 使用人の状況（平成25年12月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

事 業 区 分 使 用 人 数 　前連結会計年度末比増減　

写 真 関 連 事 業 1,763（2,374）名 243名増 （79名減）

レ ン ズ 関 連 事 業  359（1,109）名 19名減（193名増）

特 機 関 連 事 業  352  （598）名 60名増（157名増）

全 社 （ 共 通 ）  71    （9）名 34名減 （24名減）

合 計 2,545（4,090）名 250名増（247名増）

（注）　使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数は（　）内に年間の平均人員を外数で記載し

ております。

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

1,057（375)名 22名減（94名減） 39.56歳 13.92年

（注）　使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数は（　）内に年間の平均人員を外数で記載し

ております。

(8) 主要な借入先の状況（平成25年12月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 埼 玉 り そ な 銀 行 2,120百万円

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 809

株 式 会 社 青 森 銀 行 730

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 705

中 国 銀 行 股  有 限 公 司 384

　

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

－ 9 －

使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項
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２．会社の現況

(1) 株式の状況（平成25年12月31日現在）

①　発行可能株式総数 80,000,000株

②　発行済株式の総数 27,500,000株

③　株主数 5,498名

④　大株主(上位10名)

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 ニ ュ ー ウ ェ ル 4,898千株 17.84％

ソ ニ ー 株 式 会 社 3,129 11.40

株 式 会 社 宏 友 興 産 1,529 5.57

株 式 会 社 埼 玉 り そ な 銀 行 1,122 4.09

ビーエヌピー　パリバ　セック　サービス　ルクセンブルグ　ジャスデック　アバディー
ン　グローバル　クライアント　アセッツ

1,069 3.89

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 (信 託 口 ) 1,029 3.74

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 899 3.27

ゴ ー ル ド マ ン・サ ッ ク ス・ア ン ド・カ ン パ ニ ー レ ギ ュ ラ ー ア カ ウ ン ト 784 2.85

ジェーピー　モルガン　チェース　バンク　
385174

619 2.25

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 480 1.74

（注）１．ソニー株式会社の持株数3,129千株は、みずほ信託銀行株式会社へ委託した信託財産で

あります。信託約款上、議決権の行使並びに処分権については、ソニー株式会社が指

図権を留保しております。

２．持株比率は、自己株式（49千株）を控除して計算しております。

－ 10 －

株式の状況
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(2) 会社役員の状況

①　取締役及び監査役の状況（平成25年12月31日現在）

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 小 野 守 男

取 締 役 副 社 長 河 野 昭 二
情報システム室、マーケティング・コミ
ュニケーション室管掌及びＩＲ担当

取 締 役 副 社 長 太 田 　 均
生産技術本部、生産本部、タムロン
光学仏山有限公司及びTAMRON 
OPTICAL (VIETNAM) CO.,LTD.管掌

取 締 役 副 社 長 白 井 義 博
経理本部、人事総務本部管掌及び内
部統制担当

専 務 取 締 役 長 島 久 明 海外新規事業（得意先）開拓担当

専 務 取 締 役 川 合 　 喬
コンポーネント機器事業本部管掌及びコ
ンプライアンス・リスクマネジメント担当

専 務 取 締 役 新 井 宏 明
海外映像営業本部、海外販社及び物
流センター管掌

常 務 取 締 役 関 　  司
光学開発本部、技術開発本部、技術企画
室及び法務・知的財産室管掌

常 務 取 締 役 志 村 忠 寛 経営企画室及び映像事業本部管掌

常 務 取 締 役 鯵 坂 司 郎
基礎開発本部、開発管理本部及びモー
ルドテクノセンター管掌

常 務 取 締 役 大 瀬 英 世
特機事業本部及びカスタマーサー
ビス室管掌

取 締 役 濱 田 憲 一
品質管理本部、新事業推進室及び
CSR推進室管掌

取 締 役 清 水 秀 雄
公認会計士
サイボー株式会社社外監査役

取 締 役 横 　 瀬 　 三 亀 夫
富士ビジネスサポート株式会社代表取締役
株式会社上野原カントリークラブ代表取締役

常 勤 監 査 役 益 子 幸 雄

常 勤 監 査 役 安 田 信 一

監 査 役 利 根 忠 博 公立大学法人埼玉県立大学理事長

監 査 役 西 本 恭 彦

弁護士
藍澤證券株式会社社外監査役
佐世保重工業株式会社社外監査役
株式会社ＲＩＳＥ社外監査役

（注）１．取締役清水秀雄氏及び取締役横瀬三亀夫氏は社外取締役であります。

２．常勤監査役益子幸雄氏、監査役利根忠博氏及び監査役西本恭彦氏は社外監査役であります。

３．常勤監査役益子幸雄氏は、金融機関における豊富な業務経験と、企業経営の経験があ

    り、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
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４．監査役利根忠博氏は、金融機関における豊富な業務経験と、企業経営の経験があり､ 

財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

５．監査役西本恭彦氏は、弁護士として企業法務に精通しており、財務及び会計に関する

相当程度の知見を有しております。

６．平成26年１月１日付の組織変更に伴い、取締役濱田憲一氏はIS開発室についても管掌

することとなりました。

７．当社は、取締役清水秀雄氏、取締役横瀬三亀夫氏及び常勤監査役益子幸雄氏を、東京

証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　　なお、取締役横瀬三亀夫氏については、平成26年１月23日に新たに独立役員として指

定しております。

②　取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（う　ち　社　外　取　締　役）

14名　
(2)

　556百万円
(14)

監 査 役
（う　ち　社　外　監　査　役）

4　
(3)　

40
(29)

合 計
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 役 　 員 ）

18
(5)

597
(43)

 (注) １．取締役の報酬限度額は、平成23年３月30日開催の第64期定時株主総会において年額700

百万円以内と決議いただいております。

２．監査役の報酬限度額は、平成23年３月30日開催の第64期定時株主総会において年額70

百万円以内と決議いただいております。

３．上記の支給額には、以下のものが含まれております。

　　・当事業年度に係る役員賞与158百万円（取締役12名に対し158百万円）

③　社外役員に関する事項

１）他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役清水秀雄氏は、サイボー株式会社の社外監査役であります。

当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

・取締役横瀬三亀夫氏は、富士ビジネスサポート株式会社及び株式会

社上野原カントリークラブの代表取締役であります。当社と兼職

先との間には特別の関係はありません。
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・監査役利根忠博氏は、公立大学法人埼玉県立大学の理事長でありま

す。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

・監査役西本恭彦氏は、藍澤證券株式会社、佐世保重工業株式会社及

び株式会社ＲＩＳＥの社外監査役であります。当社と兼職先との

間には特別の関係はありません。

２）当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 活 動 状 況

取締役 清　水　秀　雄

就任以降開催の取締役会19回のうち18回に出席いたしま

した。

公認会計士としての専門的な知識・経験から、適宜発言

を行っております。

取締役 横　瀬　三亀夫

就任以降開催の取締役会19回の全てに出席いたしまし

た。

企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づくグ

ローバルな視点から、適宜発言を行っております。

監査役 益　子　幸　雄

当事業年度に開催された取締役会25回の全て、監査役会

14回の全てに出席いたしました。

金融機関における豊富な業務経験と、企業経営者として

の経験から、適宜発言を行っております。

監査役 利　根　忠　博

当事業年度に開催された取締役会25回のうち23回、監査

役会14回のうち13回に出席いたしました。

金融機関における豊富な業務経験と、企業経営者として

の経験から、適宜発言を行っております。

監査役 西　本　恭　彦

当事業年度に開催された取締役会25回のうち21回、監査

役会14回のうち11回に出席いたしました。

弁護士としての専門的見地から、適宜発言を行っており

ます。

３）責任限定契約の内容の概要

　　当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規

定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結

しております。

　　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とし

ております。
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(3) 会計監査人の状況

①　名称　　　　　　　　　　監査法人和宏事務所

②　報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 36百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額

36

（注）　当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に

基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

③　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、又は、監査役会の

請求に基づいて、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的と

することといたします。

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当

すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任

いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集

される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報

告いたします。
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３．業務の適正を確保するための体制

当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制その他会社の業務の適正を確保するための体制に関し、取締役会におい

て以下のとおり決議を行い、体制の強化を図っております。

(1)  取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制

①取締役会及び取締役は、職務の執行にあたり、「経営理念」及び「行動

宣言」並びに「行動指針」を遵守し、タムロングループにおける企業活

動の前提とすることを徹底する。

②取締役会は、コンプライアンス推進のための基本事項を審議する「コン

プライアンス委員会」を設置し、代表取締役を委員長に任命する。

③取締役会は、コンプライアンス担当取締役を任命し、当社の横断的なコ

ンプライアンス体制の整備及び問題点の把握、解決を行う。

(2)　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

①取締役の職務の執行に係る文書（電磁的記録を含む。以下同じ。）、そ

の他の重要な情報を、「文書管理規定」に従い保存、管理する。

②取締役会は、その職務の執行に係る文書及びその他重要な情報の保存及

び管理につき、人事総務本部管掌取締役を全社的な統括を行う責任者に

任命する。

③「文書管理規定」の改廃は、「職務権限規定」にて取締役会決議事項と

定め、「規定類管理規定」及び「職務権限規定」に基づき、監査役会の

合議を経る。

④取締役の職務の執行に係る情報のうち、当社における「主要会議」の資

料及び議事録は、「文書管理規定」に基づき、「主要会議」の事務局を

担当する部門がその保存及び管理を行い、閲覧可能な状態を維持する。

(3)　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①取締役は、コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及

び輸出管理等に係るリスクにつき、自己の担当する領域において、規則・

ガイドラインの制定と研修の実施等によるリスク管理の体制を構築する。

コンプライアンス担当取締役は、これらを横断的に推進し、管理する。

②「緊急事態対応規定」並びに「地震対応手順書」「事業継続基本計画書」

などの実施細則を定め、本社及び工場における事業の継続・早期復旧の
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ためのリスクマネジメント体制を確保する。

(4)　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

   ①取締役は、「経営理念」及び「行動宣言」並びに「行動指針」の下に、

取締役及び使用人が共有する全社的な目標である「年度経営計画」及び

「中期経営方針」を定め、この浸透を図ると共に、この目標達成に向け

て各部門が実施すべき具体的な目標及び権限配分を含めた効率的な達成

の方法を定める。

②「職務分掌規定」及び「職務権限規定」により、適切な職務の分掌と権

限を定め、迅速な業務決定及び対応を実践する。

③ＩＴシステムを強化し、目標達成の確度を高め、全社的な業務の効率化

を実現する。

④執行役員制度を導入し、経営と執行との分離を図り、執行について迅速

な意思決定及び事業対応を実現する。

(5)　使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制

①使用人に対し、「経営理念」及び「行動宣言」並びに「行動指針」をタ

ムロングループにおける企業活動の前提とすることを徹底させる。

②コンプライアンスの強化を目的として、「コンプライアンス委員会」の

下位に「コンプライアンス推進委員会」を設置し、月に一度の開催を通

じて社内の法令遵守意識向上を目的とする教育等を行う。

③内部監査室は、必要によりコンプライアンス担当取締役及びコンプライ

アンス委員会と連携の上、各種規定類及びコンプライアンスに関する監

査を行い、監査結果を社長へ報告する。

④「内部通報制度規定」に基づいて設置した、内部監査室を窓口とするホ

ットラインにより、法令上疑義のある行為等につき使用人が直接情報提

供を行う手段を確保する。
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(6)　当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業

務の適正を確保するための体制

①取締役及びタムロングループ各社の社長は、当社の「経営理念」及び「行

動宣言」並びに「行動指針」を業務執行の前提とすることを徹底する。

②タムロングループ各社に対し、当社の「職務権限規定」に連係する「関

係会社職務権限規定」に基づき一定の事項については当社の取締役会へ

付議することを義務付けるなど、当社がタムロングループ全体の業務の

執行が適正に行われるよう統括する。

③経営企画室は、タムロングループの経営及びコンプライアンスに関する

問題の提示から解決を通じ、タムロングループの管理及び監督を行う。

④取締役及びタムロングループ各社の社長は、四半期毎に予算実績報告会

（「業績検討会」）を開催し、業務の執行における情報の共有化を図る。

また、取締役は、「業績検討会」において、直接にグループ各社への指

示及び要請を行う。

⑤監査役及び内部監査室は、「業績検討会」に出席し、業務の執行の適正

を監視する。また、内部監査室は、タムロングループ各社に対する内部

監査を実施する。

⑥「内部通報制度規定」を準用して設置した、内部監査室を窓口とするホ

ットラインにより、タムロングループ各社において発生した法令上疑義

のある行為等について、タムロングループ各社の使用人が直接情報提供

を行う手段を確保する。

(7)　監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使

用人に関する事項

   　取締役会は、監査役からの業務を補助すべき使用人を置くことの要請に

応じ、使用人を配置する。

(8)　前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　   監査役を補助する使用人の人事異動・人事評価・懲戒処分等は、監査役

の同意を得る。

－ 17 －

業務の適正を確保するための体制



2014/02/25 15:54:31 / 13969572_株式会社タムロン_招集通知

(9)　取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への

報告に関する体制

①取締役は、当社及びタムロングループに著しい損害を及ぼす恐れのある

事実を発見した場合、速やかに監査役会へ報告する。

②監査役は、内部監査室に対し、原則として月に１度又は必要に応じ適宜、

内部監査の実施状況及び「内部通報制度規定」に基づいた通報内容につ

いて、報告を求めることができる。

(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　   監査役が、会計監査人及び内部監査室とそれぞれ連携し、実効的な監査

ができる体制を確保する。

(11) 財務報告の適正性を確保するための体制の整備

　　 金融商品取引法及びその他の法令の定めに従って、財務報告に係わる内

部統制が有効かつ適切に行われる体制の整備、運用、評価を継続的に行

い、財務報告の信頼性と適正性を確保する。

(12) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備

　　 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは、断固

として対決する旨「行動宣言」に掲げ、タムロングループ内での周知、

徹底を図る。

（注）　本事業報告に記載の金額、株式数及び当該持株比率は、表示単位未満の

端数を切り捨てて、また、割合及び１株当たりの数値は表示単位未満の

端数を四捨五入して表示しております。

－ 18 －
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成25年12月31日現在）

（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

41,758

14,297

14,898

6,485

3,022

1,547

528

1,027

△50

22,945

19,042

7,137

7,314

2,736

1,042

811

771

3,131

2,138

476

614

△97

流 動 負 債 14,144

買 掛 金 5,051

短 期 借 入 金 3,634

未 払 法 人 税 等 512

そ の 他 4,945

固 定 負 債 3,471

長 期 借 入 金 2,080

退 職 給 付 引 当 金 1,201

そ の 他 190

負 債 合 計 17,616

純 資 産 の 部

株 主 資 本 43,409

資 本 金 6,923

資 本 剰 余 金 7,432

利 益 剰 余 金 29,135

自 己 株 式 △81

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 3,678

その他有価証券評価差額金 370

為替換算調整勘定 3,308

純 資 産 合 計 47,087

資 産 合 計 64,704 負 債 純 資 産 合 計 64,704

－ 19 －
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連 結 損 益 計 算 書

(平成25年１月１日から
平成25年12月31日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 68,452

売 上 原 価 47,510

売 上 総 利 益 20,941

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 15,708

営 業 利 益 5,233

営 業 外 収 益

受 取 利 息 19

受 取 配 当 金 36

受 取 賃 貸 料 25

そ の 他 209 290

営 業 外 費 用

支 払 利 息 87

為 替 差 損 129

固 定 資 産 除 却 損 76

そ の 他 32 326

経 常 利 益 5,196

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 32

和 解 金 332 364

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 4,831

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,562

法 人 税 等 調 整 額 72 1,634

少数株主損益調整前当期純利益 3,197

当 期 純 利 益 3,197

－ 20 －

連結損益計算書
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連結株主資本等変動計算書

(平成25年１月１日から
平成25年12月31日まで)

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

平成25年１月１日　残高 6,923 7,432 27,310 △81 41,584

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △1,372 △1,372

当 期 純 利 益 3,197 3,197

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

－

連結会計年度中の変動額合計 － － 1,824 △0 1,824

平成25年12月31日　残高 6,923 7,432 29,135 △81 43,409

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

そ の 他 の 包 括
利 益 累 計 額
合 計

平成25年１月１日　残高 94 △873 △778 40,805

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 － △1,372

当 期 純 利 益 － 3,197

自 己 株 式 の 取 得 － △0

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

275 4,181 4,457 4,457

連結会計年度中の変動額合計 275 4,181 4,457 6,282

平成25年12月31日　残高 370 3,308 3,678 47,087

－ 21 －

連結株主資本等変動計算書
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

(1) 連結の範囲に関する事項

すべての子会社を連結しております。

①　連結子会社の数　　　　　　　　９社

②　連結子会社の名称　　　　　　　TAMRON USA,INC.

TAMRON Europe GmbH.

TAMRON France EURL.

Tamron (Russia) LLC.

TAMRON OPTICAL (VIETNAM) CO.,LTD.

TAMRON INDIA PRIVATE LIMITED.

タムロン工業香港有限公司

タムロン光学仏山有限公司

タムロン光学上海有限公司

　　　　上記のうち、TAMRON INDIA PRIVATE LIMITED.については、当連結会計年度において新

　　　たに設立し、連結の範囲に含めています。

(2) 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

(4) 会計処理基準に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ　有価証券

  　その他有価証券

時価のあるもの　　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）

時価のないもの　　　　　　　移動平均法による原価法

ロ　デリバティブ

時価法

ハ　たな卸資産

当社及び海外連結子会社は、主として月別移動平均法による原価法（連結貸借対照

表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ　有形固定資産（リース資産を除く）

当社は定率法によっておりますが、海外連結子会社は定額法によっております。

当社は、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）については、定

額法によっております。主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　10年から40年

機械装置　　　　　　５年から10年

－ 22 －

連結注記表
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ロ　無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、主として社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。

ハ　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20

年12月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。

③　重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金　　　　　　　　　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

ロ　退職給付引当金　　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計

上しております。数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（５年）による定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理すること

としております。

④　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換

算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

⑤　重要なヘッジ会計の方法

イ　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。また、為替予約についてヘッジ会計の振当処理

の要件を満たしている場合には振当処理によっております。

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約取引、通貨オプション取引

ヘッジ対象

外貨建債権債務、外貨建予定取引

－ 23 －
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ハ　ヘッジ方針

デリバティブ取引の内部規定に基づき、為替変動リスクをヘッジしております。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動、キャッシュ・フローとヘッジ手段の間に高い相関関係がある

ことを確認し、有効性の評価としております。

⑥　その他連結計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

(5) 会計方針の変更

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

      当社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成25年１月１日以降に取得し

た有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

　なお、この変更による連結計算書類への影響は軽微であります。

２．連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

①　工場財団

建物及び構築物 596百万円

機械装置及び運搬具 706

工具、器具及び備品 192

土地 96

無形固定資産 11

計 1,602

②　その他

建物及び構築物 3,171百万円

土地 96

計 3,267

上記に対応する債務

短期借入金 1,595百万円

長期借入金（１年以内返済予定額を含む） 2,175

計 3,770

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 32,133百万円

－ 24 －

連結注記表
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３．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 27,500,000株 －株 －株 27,500,000株

(2) 自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 49,307株 57株 －株 49,364株

（注）　普通株式の自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加57株であります。

(3) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額

イ　平成25年３月28日開催の第66期定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 823百万円

・配当の原資 利益剰余金

・１株当たり配当金額 30円

・基準日 平成24年12月31日

・効力発生日 平成25年３月29日

ロ　平成25年７月31日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 549百万円

・配当の原資 利益剰余金

・１株当たり配当金額 20円

・基準日 平成25年６月30日

・効力発生日 平成25年９月４日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度にな

るもの

平成26年３月28日開催の第67期定時株主総会において次のとおり付議いたします。

・配当金の総額 823百万円

・配当の原資 利益剰余金

・１株当たり配当金額 30円

・基準日 平成25年12月31日

・効力発生日 平成26年３月31日

－ 25 －
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４．金融商品に関する注記

(1)金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀

行借入による方針であります。デリバティブは、後述するリスクを回避するためのみに利用し、

投機的な取引は行わないことにしております。

　営業債権である受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクについては、社内で定めた債権管

理に関する基準に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主要な取引先の信

用状況を定期的に把握する体制をとることにより、リスク低減を図っております。

　投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を

有する企業の株式であり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。

　営業債務である買掛金は、すべて１年以内の支払期日であります。

　借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資

に係る資金調達です。

　デリバティブ取引は、外貨建ての債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的

とした先物為替予約取引であります。

(2)金融商品の時価等に関する事項

　平成25年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれ

ておりません。

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

(1)現金及び預金 14,297百万円 14,297百万円 －百万円

(2)受取手形及び売掛金 14,898 14,898 －

(3)投資有価証券

その他有価証券 2,031 2,031 －

資産計 31,226 31,226 －

(1)買掛金 5,051百万円 5,051百万円 －百万円

(2)短期借入金 3,634 3,634 －

(3)未払法人税等 512 512 －

(4)長期借入金 2,080 2,080 0

負債計 11,277 11,277 0

デリバティブ取引 － － －

－ 26 －

連結注記表



2014/02/25 15:54:31 / 13969572_株式会社タムロン_招集通知

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資産

(1)現金及び預金(2)受取手形及び売掛金

　これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額

によっております。

(3)投資有価証券

　これらの時価については、株式は取引所の価格によっております。

負債

(1)買掛金(2)短期借入金(3)未払法人税等

　これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額

によっております。

(4)長期借入金

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される

利率で割引いて算定する方法によっております。

デリバティブ取引

　為替予約取引の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体と

して処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しておりま

す。

（注２）非上場株式（連結貸借対照表計上額 107百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッ

　シュ・フローなどを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められる

　ため「(3)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

５．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 1,715円37銭

(2) １株当たり当期純利益 116円48銭

６．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

－ 27 －
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貸　借　対　照　表
（平成25年12月31日現在）

（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
製 品
仕 掛 品
原材料及び貯蔵品
未 着 品
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
土 地
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
特 許 権
借 地 権
電 話 加 入 権
ソ フ ト ウ ェ ア
ソフトウェア仮勘定

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
関係会社長期貸付金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

25,649
6,406
116

13,196
3,265
1,241
408
136
118
85
673
15

△15
17,789
8,085
3,736
155

1,305
4

1,254
841
787
423
0
11
9

340
62

9,280
2,032
603

3,739
2,002
277
413
217
△6

流 動 負 債 9,987

買 掛 金 3,498

短 期 借 入 金 2,195

一年以内返済予定長期借入金 1,081

未 払 金 871

未 払 費 用 1,631

未 払 法 人 税 等 312

前 受 金 62

預 り 金 275

そ の 他 57

固 定 負 債 3,175

長 期 借 入 金 1,828

退 職 給 付 引 当 金 1,182

そ の 他 164

負 債 合 計 13,163

純 資 産 の 部

株 主 資 本 29,905

資 本 金 6,923

資 本 剰 余 金 7,432

資 本 準 備 金 7,432

利 益 剰 余 金 15,631

利 益 準 備 金 167

その他利益剰余金 15,464

圧縮記帳積立金 77

別 途 積 立 金 9,300

繰越利益剰余金 6,086

自 己 株 式 △81

評価・換算差額等 370

その他有価証券評価差額金 370

純 資 産 合 計 30,275

資 産 合 計 43,439 負 債 純 資 産 合 計 43,439

－ 28 －

貸借対照表
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損　益　計　算　書

(平成25年１月１日から
平成25年12月31日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 57,225

売 上 原 価 45,360

売 上 総 利 益 11,864

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 10,127

営 業 利 益 1,736

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 1,656

そ の 他 84 1,740

営 業 外 費 用

支 払 利 息 47

固 定 資 産 除 却 損 28

そ の 他 43 119

経 常 利 益 3,357

特 別 損 失

和 解 金 332

固 定 資 産 除 却 損 32 364

税 引 前 当 期 純 利 益 2,992

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 862

法 人 税 等 調 整 額 △97 765

当 期 純 利 益 2,226

－ 29 －

損益計算書
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株主資本等変動計算書

(平成25年１月１日から
平成25年12月31日まで)

（単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株 主 資 本
合 計

資本準備金
資本剰余金
合 計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計圧縮記帳

積 立 金
別途積立金

繰越利益
剰 余 金

平成25年１月１日残高 6,923 7,432 7,432 167 80 9,300 5,229 14,777 △81 29,051

事業年度中の変動額

圧縮記帳積立金の取崩 △2 2 － －

剰余金の配当 △1,372 △1,372 △1,372

当期純利益 2,226 2,226 2,226

自己株式の取得 △0 △0

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の 変 動 額(純 額)

事業年度中の変動額合計 － － － － △2 － 856 854 △0 854

平成25年12月31日残高 6,923 7,432 7,432 167 77 9,300 6,086 15,631 △81 29,905

評価・換算差額等

純資産
合 計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合 計

平成25年１月１日残高 94 94 29,146

事業年度中の変動額

圧縮記帳積立金の取崩 －

剰余金の配当 △1,372

当期純利益 2,226

自己株式の取得 △0

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の 変 動 額(純 額)

275 275 275

事業年度中の変動額合計 275 275 1,129

平成25年12月31日残高 370 370 30,275

－ 30 －

株主資本等変動計算書
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

有価証券

子会社株式　　　　　　　　　　　移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの　　　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法。なお、評価差

額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定しております。

時価のないもの　　　　　　　　移動平均法による原価法

デリバティブ　　　　　　　　　　　時価法

たな卸資産

製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品　月別移動平均法による原価法（貸借対照表価額につ

いては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に

より算定しております。

未着品　　　　　　　　　　　　　個別法による原価法（貸借対照表価額については収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定

しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）　定率法

なお、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属

設備を除く）については、定額法によっております。

無形固定資産（リース資産を除く）　定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、主とし

て社内における利用可能期間（５年）に基づく定額

法

リース資産　　　　　　　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー

ス資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年12月31日以前のリ

ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっております。

長期前払費用　　　　　　　　　　　定額法

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金　　　　　　　　　　　　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

－ 31 －

個別注記表
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特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

退職給付引当金　　　　　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計

上しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生

の翌事業年度から費用処理することとしております。

(4) ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約についてヘッジ会計の振当処理の要

件を満たしている場合には振当処理によっております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　　　　　　　　　　　為替予約取引・通貨オプション取引

ヘッジ対象　　　　　　　　　　　外貨建債権・債務及び外貨建予定取引

ヘッジ方針

デリバティブ取引に関する内部規定に基づき、為替変動リスクをヘッジしております。

ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動、キャッシュ・フローとヘッジ手段の間に高い相関関係があるこ

とを確認し有効性の評価としております。

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　　　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

(6) 会計方針の変更

  （会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成25年１月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

なお、この変更による計算書類への影響は軽微であります。

－ 32 －

個別注記表
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２．貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

①　工場財団

建物 576百万円

構築物 20

機械及び装置 706

工具、器具及び備品 192

土地 96

借地権 11

計 1,602

②　その他

建物 3,038百万円

構築物 133

土地 96

計 3,267

上記に対応する債務

短期借入金 1,595百万円

長期借入金（一年以内返済予定額を含む） 2,175

計 3,770

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 22,235百万円

(3) 保証債務 64百万円

(4) 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権 2,895百万円

短期金銭債務 3,004

３．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

売上高 13,213百万円

仕入高 31,640

営業取引以外の取引高 1,710

－ 33 －

個別注記表
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４．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 49,307株 57株 －株 49,364株

（注）　普通株式の自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加57株であります。

５．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産）

未払事業税 38百万円

一括償却資産 25

退職給付引当金 450

長期未払金 50

特許料否認 93

その他 122

繰延税金資産合計 778

（繰延税金負債）

圧縮記帳積立金 △42

その他有価証券評価差額金 △204

その他 △32

繰延税金負債合計 △279

繰延税金資産純額 499

－ 34 －

個別注記表
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６．リースにより使用する固定資産に関する注記

(1) 事業年度の末日における取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

取 得 価 額 相 当 額 減価償却累計額相当額 期 末 残 高 相 当 額

機 械 及 び 装 置 17百万円 13百万円 4百万円

合 計 17 13 4

(2) 事業年度の末日における未経過リース料相当額

未経過リース料期末残高相当額

１年内 1百万円

１年超 3

合計 5

７．関連当事者との取引に関する注記

(1) 子会社

種類 会 社 等 の 名 称
議 決 権 等 の
所有(被所有)
割 合 ( ％ )

役員等の兼任 事業上の関係 取 引 の 内 容
取 引 金 額
( 百 万 円 )

科 目
期 末 残 高
(百 万 円 )

子会社
ＴＡＭＲＯＮ
ＵＳＡ，ＩＮＣ．

（所有）
直接100

役員４名
当社製品
の販売

製品の販売 4,087 売 掛 金 1,221

子会社
ＴＡＭＲＯＮ
Ｅｕｒｏｐｅ
ＧｍｂＨ．

（所有）
直接100

役員３名
当社製品
の販売

製品の販売 7,351 売 掛 金 687

子会社
Ｔａｍｒｏｎ
（Ｒｕｓｓｉａ）
ＬＬＣ．

 (所有）
直接100

役員４名
当社製品
の販売

製品の販売 340 売 掛 金 92

債務の保証 64 - -

子会社

ＴＡＭＲＯＮ　
ＯＰＴＩＣＡＬ　
(ＶＩＥＴＮＡＭ)
ＣＯ．，ＬＴＤ.

（所有）
直接100

役員５名
当社製品
の製造及
び販売

製品の仕入 813 買 掛 金 223

部品等の販売 87 未収入金 39

子会社
タムロン工業
香港有限公司

（所有）
直接100

役員４名

当社製品
の販売及
び製造の
仲介

製品の仕入 21,759 買 掛 金 1,969

製品の販売 298 売 掛 金 35

部品等の販売 240 未 収 入 金 33

子会社
タムロン光学
仏山有限公司

（所有）
直接100

役員４名
当社製品
の製造及
び販売

製品の仕入 12,957 買 掛 金 719

部品等の販売 3,562 未 収 入 金 399

ロイヤルティの
受取

574 売 掛 金 317

子会社
タムロン光学
上海有限公司

（所有）
直接100

役員５名
当社製品
の販売

製品の販売 442 売 掛 金 45

コミッション等
の受取

110 売 掛 金 31

－ 35 －

個別注記表
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(2) 兄弟会社等

種 類 会 社 等 の 名 称
議決権等の
所 有 (被 所
有)割合(％)

役員等の兼任 事業上の関係 取 引 の 内 容
取 引 金 額
(百万円)

科 目
期 末 残 高
(百万円)

主要株主
（法人）
が議決権
の過半数
を所有し
ている会
社（当該
会社の子
会社を含
む）

ソニーイーエム
シーエス（株）

－ －
当社製品
の販売

デジタルカメ
ラ用レンズ等
の販売

7,915 売 掛 金 2,249

索尼数字産品
(無錫)有限公司

－ －
当社製品
の販売

デジタルカメ
ラ用レンズ等
の販売

4,985 売 掛 金 853

上海索広電子
有限公司

－ －
当社製品
の販売

デジタルカメ
ラ用レンズ等
の販売

1,169 売 掛 金 291

SonyTechnology
(Thailand)Co.,Ltd.

－ －
当社製品
の販売

デジタルカメ
ラ用レンズ等
の販売

1,028 売 掛 金 202

（取引条件及び取引条件の決定方針等）

（注１）製品及び部品等の販売については、市場価格を基に価格を決定しております。

（注２）上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まず期末残高には消費税等を含んでおり

ます。

８．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 1,102円91銭

(2) １株当たり当期純利益 81円12銭

９．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

－ 36 －

個別注記表
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連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成26年２月20日

株式会社 タ ム ロ ン
取 締 役 会　御中

監査法人和宏事務所
代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 髙　木　快　雄 

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 大　塚　尚　吾 

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社タムロンの
平成25年１月１日から平成25年12月31日までの連結会計年度の連結計算書
類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算
書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに
は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場

から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が
国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき
監査を実施することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手す

るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた
めのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応
じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に
関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針
及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

－ 37 －
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　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社タムロン及び連結子会社か
らなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべ
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　　上
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計算書類に係る会計監査人の会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成26年２月20日

株式会社 タ ム ロ ン
取 締 役 会　御中

監査法人和宏事務所
代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 髙　木　快　雄 

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 大 塚 尚 吾 

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社タム
ロンの平成25年１月１日から平成25年12月31日までの第67期事業年度の計算
書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することに
ある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場

から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監
査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書
に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査
計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

－ 39 －
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監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監
査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断
により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の
有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経
営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附
属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した

と判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一

般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びそ
の附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

当監査役会は、平成25年１月１日から平成25年12月31日までの第67期事業
年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ
き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施

状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、

監査計画等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図
り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他
重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本
社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。ま
た事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合す
ることを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するため
に必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体
制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されてい
る体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築
及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、
意見を表明いたしました。

なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び監査法人和宏
事務所から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要
に応じて説明を求めました。子会社については、子会社の取締役及び監査
役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報
告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及び
その附属明細書について検討いたしました。
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施し

ているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査
人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社
計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平
成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受
け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度
に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個
別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連
結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討
いたしました。

－ 41 －
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に

違反する重大な事実は認められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認

めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容

及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含

め、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人監査法人和宏事務所の監査の方法及び結果は相当であると

認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人監査法人和宏事務所の監査の方法及び結果は相当であると

認めます。

平成26年２月26日

株 式 会 社 タ ム ロ ン 　 監 査 役 会

常勤監査役 益 子 幸 雄 
常勤監査役 安 田 信 一 
監 査 役 利 根 忠 博 
監 査 役 西 本 恭 彦 

（注）監査役の益子幸雄、利根忠博及び西本恭彦は、会社法第２条第16号及び第335条

第３項に定める社外監査役であります。

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

当社は、安定した利益配分を継続することを基本方針とし、長期的視野に

立って収益力の向上、経営体質強化及び将来への新事業展開を図るべく各種

研究開発や設備投資等を勘案した配当政策を進めるとともに、業績に応じた

利益配分に努めてまいりたいと存じます。

当事業年度の期末配当につきましては、以下のとおりといたしたいと存じ

ます。

①　配当財産の種類

　金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき金30円といたしたいと存じます。

　この場合の配当総額は823,519,080円となります。

　　なお、平成25年９月に１株につき20円の中間配当金をお支払いいたしま

　したので、年間の支払配当金は１株につき50円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日

　平成26年３月31日といたしたいと存じます。

－ 43 －
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第２号議案　取締役14名選任の件

取締役全員（14名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては取締役14名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

１
お

小
の

野
もり

守
お

男
(昭和23年２月20日)

昭和49年３月　当社入社
昭和53年６月　当社取締役
昭和62年３月　当社常務取締役
平成11年３月　当社専務取締役
平成13年１月　当社代表取締役副社長
平成14年３月　当社代表取締役社長(現任)

37,800株

２
しら

白
い

井
よし

義
ひろ

博
(昭和26年１月６日)

昭和50年４月　株式会社埼玉銀行入行
平成４年７月　当社入社
　　　　　　　当社経理部長
平成10年３月　当社取締役
平成14年３月　当社常務取締役
平成19年３月　当社専務取締役
平成22年３月　当社取締役副社長(現任)

35,400株

３
なが

長
しま

島
ひさ

久
あき

明
(昭和24年６月29日)

昭和53年３月　当社入社
平成２年４月　TAMRON INDUSTRIES, INC.
　　　　　　　(現TAMRON USA, INC.)社長
平成８年３月　当社取締役
平成17年３月　当社常務取締役
平成20年３月　当社専務取締役(現任)

23,000株

４
あら

新
い

井
ひろ

宏
あき

明
(昭和28年２月27日)

昭和59年10月　当社入社
平成19年１月　当社執行役員経営企画室長
平成20年３月　当社取締役
平成22年３月　当社常務取締役
平成24年３月　当社専務取締役(現任)

46,200株

５
し

志
むら

村
ただ

忠
ひろ

寛
(昭和28年１月28日)

昭和50年３月　当社入社
平成15年４月　タムロン光学仏山有限公司総経理
平成17年１月　当社執行役員生産本部副本部長
平成20年３月　当社上席執行役員
　　　　　　　コンポーネント機器事業本部長
平成21年３月　当社取締役
平成24年３月　当社常務取締役(現任)

5,800株

－ 44 －
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候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

６
あじ

鯵
さか

坂
し

司
ろう

郎
(昭和29年７月17日)

昭和53年４月　当社入社
平成２年４月　TAMRON Europe GmbH.社長
平成17年１月　当社執行役員海外写真事業本部長
平成20年１月　当社上席執行役員
　　　　　　　海外映像営業本部長
平成22年３月　当社取締役
平成25年３月　当社常務取締役(現任)

3,400株

７
おお

大
せ

瀬
ひで

英
よ

世
(昭和27年３月19日)

昭和45年３月　当社入社
平成17年１月　当社執行役員映像事業本部長
平成20年１月　当社上席執行役員映像事業本部長
平成22年３月　当社取締役
平成25年３月　当社常務取締役(現任)

21,500株

８
はま

濱
だ

田
けん

憲
いち

一
(昭和27年10月20日)

昭和54年８月　ソニー株式会社入社
平成22年４月　同社コンスーマー・プロフェッ

ショナル＆デバイスグループ　
パーソナルイメージング＆サウ
ンド事業本部コア技術部門長

平成23年３月　当社入社
　　　　　　　当社顧問
平成23年３月　当社取締役(現任)

200株

※
９

いち

市
かわ

川 　
たかし

敬
(昭和27年10月31日)

昭和53年４月　当社入社
平成17年１月　当社執行役員特機事業本部長
平成18年１月　タムロン光学上海有限公司
　　　　　　　総経理兼務
平成19年１月　当社上席執行役員
　　　　　　　新事業推進室長(現任)

8,000株

※
10

あ

阿
ぼ

保
まさ

正
ゆき

行
(昭和29年９月11日)

昭和46年３月　当社入社
平成11年８月　タムロン光学仏山有限公司総経理
平成17年１月　当社執行役員生産本部副本部長
平成19年１月　当社執行役員特機事業本部長
平成20年１月　当社上席執行役員特機事業本部長
平成23年１月　当社上席執行役員
　　　　　　　生産技術本部長(現任)

5,300株

－ 45 －
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候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

※
11

さくら

桜
ば

庭
しょう

省
ご

吾
(昭和33年４月１日)

昭和56年４月　当社入社
平成17年１月　当社執行役員光学開発本部長
平成20年１月　当社上席執行役員
　　　　　　　光学開発本部長(現任)

1,300株

※
12

かわ

川
なべ

鍋 　
ひろし

宏
(昭和28年４月29日)

昭和51年４月　株式会社埼玉銀行入行
平成12年３月　当社入社
　　　　　　　当社総務部長
平成19年１月　当社執行役員人事総務本部長
平成22年４月　当社上席執行役員
　　　　　　　人事総務本部長(現任)

3,000株

13
し

清
みず

水
ひで

秀
お

雄
(昭和19年７月21日)

昭和45年３月　公認会計士登録
昭和47年11月　清水公認会計士事務所設立
昭和48年１月　税理士登録
平成15年６月　サイボー株式会社社外監

査役(現任)
平成25年３月　当社社外取締役(現任)
（重要な兼職の状況）
公認会計士
サイボー株式会社社外監査役

100株

14
よこ

横
せ

瀬
み

三
き

亀
お

夫
(昭和28年２月25日)

昭和50年４月　株式会社埼玉銀行入行
平成15年３月　株式会社りそな銀行執行役員
平成16年10月　東北リズム株式会社代表取締役社長
平成19年６月　リズム時計工業株式会社専務取締役
平成24年６月　富士ビジネスサポート株

式会社代表取締役(現任)
平成25年３月　当社社外取締役(現任)
平成25年４月　株式会社上野原カントリーク

ラブ代表取締役(現任)
（重要な兼職の状況）
富士ビジネスサポート株式会社代表取締役
株式会社上野原カントリークラブ代表取締役

500株

（注）１．※印は、新任の取締役候補者であります。

　　　２．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

　　　３．現任取締役の当社における担当は、提供書面（11頁）に記載のとおりであります。

　　　４．清水秀雄氏及び横瀬三亀夫氏は、社外取締役候補者であります。
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　　　５．(1)清水秀雄氏を社外取締役候補者とした理由は、公認会計士としての専門的な知識

・経験等を当社の経営に活かしていただくことを期待したためであります。なお、

同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はあり

ませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけ

るものと判断しております。

(2)横瀬三亀夫氏を社外取締役候補者とした理由は、企業経営者としての豊富な経験

と幅広い見識に基づくグローバルな視点を当社の経営に活かしていただくことを

期待したためであります。

　　　６．清水秀雄氏及び横瀬三亀夫氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役

としての在任期間は、本総会終結の時をもって１年となります。

　　　７．当社は清水秀雄氏及び横瀬三亀夫氏との間で、会社法第423条第１項に関する責任につ

いて、当社定款第27条第２項により責任限定額を法令が規定する額とする責任限定契

約を締結しており、清水秀雄氏及び横瀬三亀夫氏の再任が承認された場合には、両氏

との当該契約を継続する予定であります。

　　　８．当社は清水秀雄氏及び横瀬三亀夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として

届け出ております。両氏の再任が承認された場合には、当社は引き続き両氏を独立役

員とする予定であります。

以　上　
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第67期定時株主総会会場ご案内図

株式会社　タ ム ロ ン
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東武鉄道野田線（乗換）七里駅まで約10分

場 所 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1385番地

株式会社タムロン本社　新館５階

電話　048（684）9111（代表）

主 要 交 通 東武野田線「七里駅」下車　徒歩約12分
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